
 

 

「日中サービス支援型グループホーム」申請事業所に対する報告・評価について 

 

協議会等の評価に関する評価等の概要 

１ 対応した協議会 

 葛飾区自立支援協議会地域生活支援部会（７月３０日開催） 

 

２ 申請事業者・事業所名 

 (1) 株式会社ＡＭＡＴＵＨＩ・ＡＭＡＮＥＫＵ葛飾東金町 

 (2) 一般社団法人よつば・グループホームよつば葛飾事業所 

 (3) ミナノワ株式会社・（仮称）クライスハイム葛飾南水元事業所 

 

３ 質問項目 

 ア 障害者の入居に家族同意が必要か 

 イ 10 年、20 年後の入居者に医療ケア、介護が必要になった時の対応 

 ウ 施設での昼間の活動について 

 エ 夜勤スタッフの数 

 オ 看取りを考えているか 

 カ 契約にならなかったケース、退去となったケースを具体的に 

 キ バックアップ体制について 

 ク 相談支援事業所の開設を考えているか 

 ケ 日中の生活介護への通所は可能か、また区外からの入所は可能か 

 

４ 区として懸念する回答※ 

 イについて、「訪問診療、看護、薬局」の連携を考えている…(3)事業所 

 ウについて、移動支援の利用、施設でのレクリエーションの参加…(2)(3)事業所 

 オについて、状況に応じた対応、療養型施設に移っていただく…(2)(3)事業所 

 カについて、強度行動障害・自傷行為等、共同生活ができないこと…すべての事業所 

 キについて、未定…すべての事業所 

 

５ 定期報告・評価の時期 

 年１回以上実施 

 評価形態は今後検討する。 
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Ｒ７.１.２０　資料８
障害者施策推進協議会


